
（様式６） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

処分基準（不利益処分関係） 

（変更） 

資料番号 9 担当課 医療対策課 

法令名 医療法 根拠条項 65 
不利益処分

の種類 

施設を開設しない場合等の医療法人の設立認可

の取消 

医療法 
〔設立認可の取消〕 

第六十五条 都道府県知事は、医療法人が、成立した後又は全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療
院を休止若しくは廃止した後一年以内に正当な理由がなく病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開
設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。 

 
〔医療法人の設立〕 

第三十九条 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しよう
とする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。 

２ 前項の規定による法人は、医療法人と称する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


